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特別支援教育部会における検討事項について（案） 

全ての学校や学級に、発達障害を含めた障害のある子供たちが在籍する可

能性があることを前提に、インクルーシブ教育システムの理念を踏まえ、子

供たちの自立と社会参画を一層推進するため、以下の事項を検討してはどう

か。 

１．特別支援教育における、 

① 社会に開かれた教育課程、育成すべき資質・能力、「アクティブ・ラーニ

ング」の視点に立った指導、カリキュラム・マネジメントの在り方。 

２．幼稚園、小学校、中学校、高等学校等において、 

① 各教科等の目標を実現する上で考えられる困難さに配慮するために必要

な支援の改善・充実。 

② 通級による指導や特別支援学級の意義、それらの教育課程の取扱いにつ

いての改善・充実。 

③ 合理的配慮の提供も含めた「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」

の位置付け並びに作成・活用の方策についての明確化。 

④ 特別支援教育コーディネーターを中心とした校内体制の確立等の観点等

の明確化。 

⑤ 共生社会の形成に向けた障害者理解の促進、交流及び共同学習の一層の

充実。 

３．特別支援学校において、 

① 幼児児童生徒の発達の段階に応じた自立活動の改善・充実。

② これからの時代に求められる資質能力を踏まえた、障害のある幼児児童

生徒一人一人の進路に応じたキャリア教育の充実。 

③ 知的障害のある児童生徒のための各教科の改善・充実。

４．幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等との間で、 

① 子供たち一人一人の学びの連続性を実現するための教育課程の円滑な接

続の実現 

など 



幼稚園、小学校、中学校、高等学校等における特別支援教育に係る 

検討事項（案） 

① 各教科等の目標を実現する上で考えられる困難さに配慮するために必要

な支援の改善・充実。 

○ 各教科等の指導において、どのような困難さが表れ、どのような指導上の配慮や支

援が必要と考えられるか。 

○ 今後、全ての学校や学級に、発達障害を含めた障害のある子供たちが在籍する可能

性があることを前提に、各教科等の授業における必要な支援をどのように示していく

ことが考えられるか。 

○ 幼稚園や幼保連携型認定こども園において、園生活全体を通じて総合的な指導を行

う幼児教育の特性を踏まえ、どのような指導上の配慮や支援が必要か。どのように示

すことが考えられるか。 

② 通級による指導や特別支援学級の意義、それらの教育課程の取扱いにつ

いての改善・充実。 

○ 通級による指導において行われる、障害に応じた特別の指導について、どのよう

な改善・充実が必要か。また、通級による指導に係る特別の教育課程の編成・実施・

評価・改善について教職員等への一層の理解を図り、指導の充実を図るために、ど

のように示していくことが考えられるか。 

○ 特別支援学級における特別の教育課程の編成・実施・評価・改善について教職員

等への一層の理解を図り、指導の充実を図るために、特に、実情に合った教育課程

を編成できるよう、どのように示していくことが考えられるか。 

③ 合理的配慮の提供も含めた「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」

の位置付け並びに作成・活用の方策についての明確化。 

○ 「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」を作成、活用する幼児児童生徒の

対象をどのように考えるか。 

平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 １ ９ 日 
教 育 課 程 部 会 
特 別 支 援 教 育 部 会 
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○ 適切な指導及び必要な支援を継続的に行っていくため、個別の指導計画等の作成、

活用、評価、改善のサイクルについてどのような改善・充実が必要か。あわせて、

どのような合理的配慮の検討・実践・見直しのサイクルの在り方、記載の方法が考

えられるか。 

④ 特別支援教育コーディネーターを中心とした校内体制の確立等の観点等

の明確化。 

○ 特別支援教育コーディネーターとしての業務が増える中、特別支援教育コー

ディネーターとして担うべき役割をどのように示していくことが考えられるか。 

○ 校長のリーダーシップの下、特別支援教育コーディネーターを中心として、

全教職員が連携・協力し、全校的な校内体制を確立するために、どのような示

し方が考えられるか。 

○ 上記の校内体制の確立等に当たっては、学校種別ごとの状況を踏まえ、どの

ような留意事項が考えられるか。 

⑤ 共生社会の形成に向けた障害者理解の促進及び交流及び共同学習の一層

の充実。 

○ 交流及び共同学習の一層の充実を図るため、どのような方策が考えられるか。

（居住地校交流の充実や副次的な籍の活用、間接的な交流及び共同学習でのＩ

ＣＴの活用など） 

○ 教育活動全体で、障害者理解教育の一層の充実を図るため、どのようなこと

が考えられるか。 

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等との間で、子供たち一人

一人の学びの連続性を実現するための教育課程の円滑な接続の実現などについ

ても今後検討。 



 
 

幼児期の特別支援教育 
                             ２０１５．１２．１６ 
                             聖学院大学 金谷京子 
幼稚園の特徴：発達が未熟で、個人差が大きい年齢期の幼児が通うところ。 
園によって保育形態が多様であり、幅がある。また、具体的な活動内容は園の裁量に任され

ている。特別支援教育の様態も異なり、特別な配慮を必要とする幼児については、他の幼児

と一緒に保育が実施されている。 
 

現状と課題 考えられる対応 
１．早期発見、早期支援 
・発達が未熟で個々の成長の幅が大きい年齢

期であるため、アセスメントが難しい。 
 
・幼稚園入園当初から支援を開始するために

入園前の情報として乳幼児健診の情報が

入手できるとよいが、個人情報の問題があ

り、園が依頼しても健診実施機関からは断

られることが多い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．保護者の障害理解と園との共通理解 
・幼いだけに、未熟さに原因を帰属させる保

護者が多い。 
・障害によっては刺激の差により、幼児の園

の集団生活における行動と家庭での行動

との違いが生じているために保護者が理

解しにくいケースがある。 
 

 
 
 
 

○ 特別支援教育コーディネーターを中

心とした支援体制の確立等の観点や役

割を明確にしていく必要がある。 

・気になる幼児の課題を総合的観点から

アセスメントし、継続的にフォローア

ップしていくための視点を整理する

こと。その際、集団の育ちを大切にし

ながら個の関係性を大切にしてクラ

ス経営のできる保育者の専門性が必

要。 
 ・園内委員会、特別支援教育コーディネ 

ーターの指名・配置。心理士などの専

門職の配置。 
・保健・医療機関との連携 
・早期支援コーディネーターの活用 
・支援手帳の活用 

 
○ 園と家庭との連携強化の観点から、幼

稚園における子育ての支援等について、

具体的な留意事項の在り方等について

検討を行う必要がある。 

 ・保育者の「発達」や「障害」のとらえ

方に関する専門性の向上→研修によ

る研鑽や派遣された専門家の助言の

活用 
・保護者に園での実態を把握するシステ

ムの構築→公開保育、観察日の設定。

家庭での様子を知る手立て→家庭訪

問、連絡帳・インターネット（動画を

平 成 ２ ７ 年 １ ２ 月 １ ６ 日 
教 育 課 程 部 会 
特 別 支 援 教 育 部 会 
（ 第 ３ 回 ）   資 料 １ 



 
 

 
 
 
 
３．保育の中での合理的配慮等の提供 
・特別支援教育及び合理的配慮を保育の中で

どのように扱ってよいかわからない保育

者がいる。 
・幼稚園教育要領では、幼稚園教育は環境を

通して行う教育を実施すること、幼児は遊

びを通して学ぶことが記されており、教育

課程や保育内容の自由度が比較的高い。そ

のため、合理的配慮や保育のユニバーサル

デザイン化はしやすいと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
４．保育者等の確保 
・障害者手帳を有する幼児やグレーゾーンの

幼児が在籍していることが考えられる。幼

児期は生活習慣の確立も保育の内容に含

まれ、保育者がかかわることが必要な時期

であるが、クラス担任だけでは十分な対応

ができない園が多い。 
 
５．個別の教育支援計画 
・小・中学校に比べると作成率は低い。 
・計画の立て方がわからない、形式的作成に

終わるケースもある。 
 
 
 
 
 

含む）の活用等 
・保護者とのコミュニケーションの取り

方の工夫 
 
○ 幼稚園の教員等の研修をはじめとし

た教員等の資質能力の向上、幼児教育に

おける推進体制の充実などの条件整備

が求められる。 

・保育者養成・新規採用教員研修の段階

から特別支援教育への理解を深める

学習が必要。子どもの行動文脈に沿っ

た支援の方法を学ぶことが重要。 
・対象児と他児集団との関係性に配慮し

ながら保育を進める。クールダウンが

必要な幼児、個別に落ち着いた時間で

の対応が必要な幼児には、場と時間の

工夫が求められるが、最終的にはクラ

スでともに活動していくことができ

るように指導計画を立てることに留

意すること。 
 
 
 ・クラス担任を持たない教員の配置、ク 

ラス人数の少人数化が求められる。 
・クラス担任 1 人が抱え込まないように

園全体での支援体制が必要。複数担任

の場合は、連携に注意が必要。 
 
 
・長期的・短期的それぞれの視点から計

画を園全体、保護者との相談で立てて

いく。 
・計画は、園全体で情報を共有しながら

支援にあたる手段であり、幼小移行支

援のツールにもなり得る。立てること

が目的化してはならない。幼児期の場

合は更新時期を短めにするなどの留

意が必要である。 



６．外部専門家（巡回相談等）の活用

保育巡回相談の実施主体が多種で、中には保

育を知らない相談員が特別支援教育の視点

だけに特化して保育の現状にそぐわない指

導を行い、保育者に無理を言って帰るケース

がある。

・巡回相談の回数が少なく、フォローアップ 
が不十分。

・巡回相談員の質の向上。特に、保育に

ついて学ぶ研修の実施。

・巡回相談の回数増加。

（幼児期の特別支援教育の目標）

１．「共に育ち合う」インクルーシブ教育システムの理念の実現を目指す。

個と集団の関係性を大切にしながらクラス運営の中で障害のある幼児をどう育てるか

を考えていく。合理的配慮の提供を行うことは特別な幼児を育てることではなく、それぞ

れの違いを認め合いながら共に学び育つ集団形成を目指すものととらえたい。

２．将来の発達の可能性を前提に、長期的展望のもとに見守りをしながら、小学校教育への

円滑な移行支援及び保護者の子育て支援をしていく。



●小・中学校に比べ、幼稚園・高等学校の体制整備は課題である。

このイメージは、現在表示できません。

国公私立計・幼小中高別・項目別実施率－全国集計グラフ（平成25年度）

学校における支援体制の整備状況・課題
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※点線箇所は、作成する必要のある該当者がいない学校数を調査対象校数から引いた場合の作成率を示す。



●全体として体制整備が進んでいる状況がうかがえる。

このイメージは、現在表示できません。

国公私立計・幼小中高計・項目別実施率－全国集計グラフ（平成19～25年度）

学校における支援体制の整備状況・課題

※点線箇所は、作成する必要のある該当者がいない学校数を調査対象校数から引いた場合の作成率を示す。
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幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の
特別支援教育について

(発達障害に関することを中心に）

平成27年11月19日特別支援教育部会（第2回）配付資料・更新版

平 成 ２ ７ 年 1 2 月 1 6 日
教 育 課 程 部 会
特 別 支 援 教 育 部 会
（第３回） 資料３



・平成16年－小･中学校におけるＬＤ(学習障害)、ＡＤＨＤ(注意欠陥多動性障害)、
高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドライン
（試案）作成

・平成17年－発達障害者支援法制定

・平成18年－教育基本法改正（※障害のある者への教育上必要な支援を講じる義務）

・平成18年－ＬＤ、ＡＤＨＤも通級による指導の対象（※併せて自閉症を明記）

・平成19年－学校教育法等の一部改正
・特別支援教育の本格的実施（「特殊教育」から「特別支援教育」へ）

→特別な場で教育を行う「特殊教育」から、一人一人の教育的ニーズに応じた

適切な指導及び必要な支援を行う「特別支援教育」に発展的に転換。

盲・聾・養護学校を特別支援学校に一本化、特別支援学校のセンター的機能
や小・中学校等における特別支援教育（発達障害を含む障害のある児童生徒
に対する支援） など

・平成20年－発達障害教育情報センターの開設

→発達障害に関わる教員及び保護者をはじめとする関係者への支援を図り、

広く国民に対して、情報発信を行う「発達障害教育情報センター」を

（独）国立特別支援教育総合研究所に開設。

・平成20年－教科書バリアフリー法施行及び著作権法改正（発達障害の明記等）

・平成20年･21年－幼稚園・小・中・高等学校の学習指導要領改訂
（学習指導要領解説において､通常の学級におけるＬＤ、ＡＤＨＤ、
自閉症のある児童生徒への適切な指導が明記）

近年の特別支援教育の動向（発達障害を中心に）①

-1-



・平成21年－特別支援学級の対象に自閉症を明記

・平成21年－高等学校における特別支援教育の推進について（高等学校ＷＧ）

→高等学校におけるキャリア教育・就労支援、入学試験における配慮 など

・平成23年－障害者基本法改正（発達障害の明記等）

→障害のある者が十分な教育が受けられるようにするため可能な限り共に教育を

受けられるよう配慮､本人･保護者の意向を可能な限り尊重､交流及び共同学習､

人材確保・資質向上､適切な教材等の提供､その他の環境の整備 など

・平成23年－「教材整備指針」の策定について

→小･中学校に係る教材に「特別支援教育に必要な教材」を新たに例示

学習障害、注意欠陥多動性障害の児童生徒に対する教材についても例示

・平成24年－中教審初中分科会報告（共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム
構築のための特別支援教育の推進）

→就学相談・就学先決定の在り方、合理的配慮及び基礎的環境整備の観点整理、

すべての教員に対する発達障害に関する一定の知識・技能の向上 など

・平成24年－通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する
調査結果の公表

・平成25年－障害者差別解消法制定（一部を除き平成28年4月施行）

・平成26年－障害者権利条約批准

・平成27年－障害者差別解消法に基づく政府基本方針、

文部科学省所管事業分野の基本方針の策定 など

近年の特別支援教育の動向（発達障害を中心に）②
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発達障害者支援法（H17成立）、教育基本法（H18改正）
及び学校教育法改正（H19改正）

-3-

（教育）

第８条 国及び地方公共団体は、発達障害児（１８歳以上の発達障害者であって高等学校、

中等教育学校及び特別支援学校に在学する者を含む。）がその障害の状態に応じ、

十分な教育を受けられるようにするため、適切な教育的支援、支援体制の整備その他

必要な措置を講じるものとする。

② 大学及び高等専門学校は、発達障害者の障害の状態に応じ、適切な教育上の配慮を

するものとする。

（教育の機会均等）

第４条第２項 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な
教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

発達障害者支援法

教育基本法 ⇒ 第４条第２項の新設

第８１条第１項 幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校においては、次項

各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要と

する幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による

学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。

学校教育法 ⇒ 第８１条の改正



○主な発達障害の定義

-4-

発達障害とは、発達障害者支援法には「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥
多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定め
るもの」と定義されています。

下記は、主な発達障害の定義です。

自閉症の定義 ＜Autistic Disorder＞
（平成15年3月の「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」参考資料より作成）

自閉症とは、３歳位までに現れ、①他人との社会的関係の形

成の困難さ、②言葉の発達の遅れ、③興味や関心が狭く特定

のものにこだわることを特徴とする行動の障害であり、中枢神経

系に何らかの要因による機能不全があると推定される。

高機能自閉症の定義 ＜High-Functioning Autism＞

（平成15年3月の「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」参考資料より抜粋）

高機能自閉症とは、３歳位までに現れ、①他人との社会的関

係の形成の困難さ、②言葉の発達の遅れ、③興味や関心が狭

く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害である自閉

症のうち、知的発達の遅れを伴わないものをいう。

また、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推

定される。

学習障害(LD)の定義 ＜Learning Disabilities＞

(平成11年７月の「学習障害児に対する指導について(報告)」より抜粋)

学習障害とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはない
が、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特

定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すも

のである。

学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの機能障

害があると推定されるが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情

緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因となるもので

はない。

注意欠陥多動性障害（ADHD）の定義
＜Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder＞

（平成15年3月の「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」参考資料より抜粋）

注意欠陥多動性障害とは、年齢あるいは発達に不釣り合いな

注意力、及び／又は衝動性、多動性を特徴とする行動の障害で、

社会的な活動や学業の機能に支障をきたすものである。

また、７歳以前に現れ、その状態が継続し、中枢神経系に何ら

かの要因による機能不全があると推定される。

※ アスペルガー症候群とは、知的発達の遅れを伴わず、かつ、自閉症の特徴のうち言葉の発達の遅れを伴わないものである。なお、
高機能自閉症やアスペルガー症候群は、広汎性発達障害に分類されるものである。



1． 特別支援教育の理念

特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体
的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズ
を把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、
適切な指導及び必要な支援を行うものである。

また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な
遅れのない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍
する全ての学校において実施されるものである。

さらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず、障
害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍で
きる共生社会の形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の社会に
とって重要な意味を持っている。

１．特別支援教育の現状 ～特別支援教育の推進について
（平成19年4月1日付け19文科初第125号文部科学省初等中等教育局長通知）～

◎学校教育法

第８１条 幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校においては、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒そ
の他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活
上の困難を克服するための教育を行うものとする。

第７２条 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱者を含む。以下同じ。）に対
して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図
るために必要な知識技能を授けることを目的とする。
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視覚障害
聴覚障害
知的障害
肢体不自由

0.83（％）（約９万１千人）

視覚障害 知的障害
聴覚障害 肢体不自由

特 別 支 援 学 校

義務教育段階の全児童生徒数 １０１９万人

自閉症
学習障害（ＬＤ）

注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）

0.67％
（約６万９千人）

0.82％

（約３４万人）

3.33％

（約８万４千人）

視覚障害 肢体不自由
聴覚障害 病弱・身体虚弱
知的障害 言語障害

自閉症・情緒障害 1.84％

小 学 校 ・ 中 学 校

病弱・身体虚弱

特別支援学級

通常の学級
通級による指導

（約１８万７千人）

特別支援教育の対象の概念図（義務教育段階）

（特別支援学級に在籍する学校教育法施行令第２２条の３に該当する者：約１万７千人）

（平成２６年５月１日現在）

肢体不自由
病弱・身体虚弱
情緒障害

視覚障害
聴覚障害
言語障害

※この数値は、平成24年に文部科学省が行った調査(抽出)において、学級担任を含む複数の
教員により判断された回答に基づくものであり、医師の診断によるものでない。

（通常の学級に在籍する学校教育法施行令第22条の3に該当する者：約2,400人（うち通級 : 約230人））

発達障害（ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等）の可能性のある児童生徒：6.5％程度※の在籍率
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１.特別支援学校（幼稚部・小学部・中学部・高等部）在籍者の推移
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在籍者数計

知的障害

肢体不自由

病弱・身体虚弱

聴覚障害

視覚障害

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000

100,000
110,000
120,000
130,000
140,000
150,000
160,000
170,000
180,000
190,000

１６年 １７年 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年

３．特別支援学級在籍者数の推移
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90,851
96,811

104,544
113,377

124,166
135,166

145,431
155,255

164,428 174,881

187,100

１．特別支援教育の現状 ～特別支援学校等の在籍者数の推移（各年５月１日現在）～
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（公立小・中学校合計）
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質問項目に対して担任教員が回答した内容から、知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい
困難を示すとされた児童生徒の困難の状況のうち、主要なものは以下のとおり。

推定値（９５％信頼区間）

学習面又は行動面で著しい困難を示す ６．５％（６．２％～６．８％）

学習面で著しい困難を示す
Ａ：学習面で著しい困難を示す

４．５％（４．２％～４．７％）

行動面で著しい困難を示す ３．６％（３．４％～３．９％）

Ｂ：「不注意」又は「多動性－衝動
性」の問題を著しく示す

３．１％（２．９％～３．３％）

Ｃ：「対人関係やこだわり等」の問
題を著しく示す

１．１％（１．０％～１．３％）

学習面と行動面ともに著しい困難を示す １．６％（１．５％～１．７％）

Ａ かつ Ｂ １．５％（１．３％～１．６％）

Ｂ かつ Ｃ ０．７％（０．６％～０．８％）

Ｃ かつ Ａ ０．５％（０．５％～０．６％）

Ａ かつ Ｂ かつ Ｃ ０．４％（０．３％～０．５％）

（％）

（ポイント）

（％）

（ポイント）

（％）
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50
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70

0 1～7 8～14 15～21 22～28 29～35 36～42 43～49 50～54

図１ 学習面

図３ 行動面(対人関係やこだわり等)

図２ 行動面(不注意、多動性-衝動性)
（ポイント）

（ポイント）

（ポイント）

表① 知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒の割合

１．特別支援教育の現状 公立小中学校の通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な
教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果（概要）① 平成24年12月公表（文部科学省調査）
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※調査対象：全国（岩手、宮城、福島の3県を除く）の公立の小・中学校の通常の学級に在籍する
児童生徒を母集団とする抽出調査（標本児童生徒数：53,882人（小学校：35,892人、中学校：
17,990人）、回収率は97％）

※留意事項：担任教員が記入し、特別支援教育コーディネーター又は教頭による確認を経て提出
した回答に基づくもので、発達障害の専門家チームによる診断や、医師による診断によるもので
はない。 従って、本調査の結果は、発達障害のある児童生徒の割合を示すものではなく、発達
障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒の割合を示すことに留意。

●公立小中学校の通常の学級に在籍している発達障害の可能性のある特別な教育的支
援を必要とする児童生徒の割合は６．５％。



１．特別支援教育の現状 公立小中学校の通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な
教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果（概要） ② 平成24年12月公表（文部科学省調査）

● 「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関
する調査」協力者会議における本調査結果に対する考察（抜粋）

（学校に求める児童生徒への支援について）

学習面又は行動面で著しい困難を示すとされた児

童生徒を取り出して支援するだけでなく、それらの

児童生徒も含めた学級全体に対する指導をどのよう

に行うのかを考えていく必要がある。例えば、社会

生活上の基本的な技能を身に付けるための学習を取

り入れる、学習面又は行動面で著しい困難を示すと

された児童生徒が理解しやすいよう配慮した授業改

善を行うなどの対応を進めていくべきと考える。
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１．特別支援教育の現状

～一斉指導における全ての子供たちにとってわかりやすい授業について～日野市立第三小学校の例～

＜全体指導の工夫の例＞

目標や活動をしぼり、内容理解から論理へ
深まるようにする。

視覚・感覚・動作を入り口にして、思考で
きるようにする。

一人の考えを他の子供に伝え、理解や
思考を深めるようにする。

目標の焦点化

６年間の系統指導
内容

学年の指導内容

単元計画

１時間の指導の目
標

焦 点 化

説明文の
学習用語

の６年間系
統表

共 有 化

ヒント

考えの出し合い

モデリング

６年間を見通して指導内容を明確にし、子
供に身に付けさせたい力をはっきりとさせ
る。単元ごとの指導事項の明確化、児童の
活動、評価についても焦点をしぼることがで
きる。

内容のイメージ化や文の理解を図る。本
文だけではなかなかイメージしにくい児
童にとっては内容のわかりやすさにつな
がり、他の児童にとっては更に深い思考
につながる。

視 覚 化

ことばの見える化

「擬態」を

ペープサートで
表現する。

むささびを見て
みよう？

自信のない児童が発表できるようになっ
たり、一人一人が考えを深めることにつ
ながる。

授業において想定される子供のつまずきを明らかにし、そのつまずきに応じた「全体指導の工夫」、「個別の支援」
の内容を検討・決定する。
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※１：専門教育を主とする学科
※２：普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す学科

－課程別、学科別における高等学校進学者中の発達障害等困難のある生徒の割合－

【調査対象】
平成１４年度の文部科学省全国調査※に準じた方法で、実態調査を実施した中学校における

平成２０年度卒業の生徒の一部について実施（対象生徒数約１万７千人）。

【集計結果】
調査対象の中学校３年生のうち、発達障害等困難のある生徒の割合は約２．９％であり、そ

のうち約７５．７％が高等学校に進学することとしている。
これらの高等学校に進学する発達障害等困難のある生徒の、高等学校進学者全体に対する

割合は約２．２％。

【実施方法】
平成１４年度の文部科学省全国調査に準じた方法で、平成１８年度以降に実態調査を実施した

中学校の３年生の一部を対象として、各中学校において発達障害等困難のある生徒の卒業後の

進路を分析・推計※

※ 「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する全国実態調査」

※ 学級担任を含む複数の教員により判断したものであり、医師の判断による発達障害のある生徒の割合を示したものではない。

課程別 学科別

全日制 １．８％ 普通科 ２．０％

定時制 １４．１％ 専門学科※１ ２．６％

通信制 １５．７％ 総合学科※２ ３．６％

１．特別支援教育の現状

発達障害等困難のある生徒の中学校卒業後における進路に関する分析結果 概要

（平成２１年３月時点）
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区 分

卒業者 進学者 教育訓練機関等入学者 就職者
社会福祉施設等

入所・通所者
その他

高校等 高等部 計 Ｂ/Ａ 専修 専修 職業能 計 Ｃ/Ａ Ｄ Ｄ/Ａ Ｅ Ｅ/Ａ Ｆ Ｆ/Ａ

Ａ Ｂ （高等）（一般） 力開発 Ｃ

人 人 人 人 ％ 人 人 人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

視覚障害 178 7 170 177 99.4 － － － － － － － － － 1 0.6

聴覚障害 440 39 401 440
100.
0

－ － － － － － － － － － －

知的障害 7,005 28 6,883 6,911 98.7 4 － － 4 0.06 － － 45 0.6 45 0.6

肢体不自由 1,638 15 1,588 1,603 97.9 － － － － － － － 16 1.0 19 1.2

病弱 387 163 200 363 93.8 2 － 1 3 0.78 1 0.26 14 3.6 6 1.6

計 9,648 252 9,242 9,494 98.4 6 － 1 7 0.07 1 0.01 75 0.8 71 0.7

中学校特別
支援学級

17,342 5,320 10,99816,318 94.1 261 30 64 355 2.0 145 0.84 440 2.5

①高校等：高等学校及び中等教育学校後期課程の本科・
別科、高等専門学校

②高等部・・・・・・・・特別支援学校高等部本科・別科

③職業能力開発・・・・・職業能力開発校、障害者職業能力
開発校等

④社会福祉施設等入所･通所者・・・・児童福祉施設、障害支援施設等、
更正施設、授産施設、医療機関

⑤中学校特別支援学級卒業者その他には、社会福祉施設
等入所・通所者を含む。

⑥四捨五入のため、各区分の比率の計は必ずしも100%にならない。

※

【平成２６年３月卒業者】

１．特別支援教育の現状
特別支援学校中学部及び中学校卒業者の状況－国・公・私立計－

●中学校特別支援学級卒業者の約３分の１が高校等に進学している。
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平成２０年発達障害教育情報センターの開設

発達鱒書教育情報センターは、発達障害のある子ども

の教育の推進・充実に向けて、発達障害にかかわる教員

及び保護者をはじめとする関係者への支績を翻り、さらに

広〈由民の理解を得るために、Webサイト等による情報提

供や理解聖書発、調査研究活動を行うことを目的とする。

Webサイト＠主な肉事

0発達障害のある子どもの理解・支媛・指導等の情報

O教員研修講義コンテンツの配信（DVD配布も実施）

O教材・教具、支援機器についての情報

0所内関連研究、図書、文献等についての情報

O国の施策や法令、事業等についての情報

0教育相談（Q&A）、相談機関等についての情報

O発達障害に関達するイベント・研修会情報
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○国語の指導上の配慮例 （自閉症 ）

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 発達障害教育情報センター ＨＰ より
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○国語の指導上の配慮例 （学習障害）

-15-

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 発達障害教育情報センター ＨＰ より



○指導上の配慮例 （ADHD）

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 発達障害教育情報センター ＨＰ より
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○インクルーシブ教育システム構築モデル事業指定校の実践事例
（独立行政法人国立特別支援教育総合研究所インクルーシブ教育システム構築支援データベース（インクルＤＢ） より）

幼稚園・年少の幼児の事例

・集団の場は苦手であり、集会や写真撮影等で人が集まっている場所を拒み、立
ち去ろうとする様子が見られる。

・変化に敏感で気持ちが不安定になりやすく、気持ちの切替えに時間がかかる。

・「お絵かき」「滑り台」など自分が遊びたいこと等を単語で要求することができる。

配慮の例

・給食の時間は他の幼児と同じテーブルに座れず食事にも気持ちが向かなくなるた
め、初めは学級にパーテーションで仕切った安心できる空間を用意し、食事に気持
ちが向くようにした。その後、好きなおやつのときに促すと友達のそばで食べられた
ため、毎日繰り返して、給食も一緒に食べられるようになった。

・慣れない活動はその都度イラストで描いて説明するとともに、写真や絵カードを見
せ、理解を促すようにした。

・自分の思い通りにならないとささいなことでもパニックになることが多いため、全教
職員が共通理解の上、強い静止や禁止をできるだけ避けるようにした。

幼児の状況

-17-



○インクルーシブ教育システム構築モデル事業指定校の実践事例
（独立行政法人国立特別支援教育総合研究所インクルーシブ教育システム構築支援データベース（インクルＤＢ） より）

小学２年（通常の学級）の生徒の事例

・不安傾向が強い。 ・アスペルガー症候群の診断を受けている。
・集団のルールを乱す児童が許せずに注意し続けることがある。

・学年相当の教科等の内容を学んでいるが書字に時間がかかったり、一斉の指
示が理解できなかったりすることがある。

配慮の例

・書字に時間がかかり、学習のスタートが遅れてしまうことがあるため、学習課題を
コピーし、ノートに貼付した。貼付するプリントは全文を貼付する方法や、キーワード
等のみを穴埋め形式にする方法を採用した。

・授業における過度の不安や緊張を取り除くため、クラスの児童の前で発表する機
会を積極的に設けた。発表する際は、児童の考え方を確認し、自信をもって発表で
きると励ました。また、発表の仕方をワークシートで用意し、見ながら発表した。

・電子黒板やデジタル教材を積極的に活用し、段落ごとに文章を拡大表示したり、
色分けした形でキーワードにマーカーを引いたりするなどの児童の注意を視覚的に
促した。

生徒の状況
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中学１年（通常の学級）の生徒の事例

・発達検査では全体的には年齢相応の発達であるが、聴覚情報を記憶したり、書
くなどの操作を素早く処理することが苦手であるという特性が明らかになった。

・学習に対する意欲を維持することができず、忘れ物も多い。

配慮の例

・黒板を見ながら書き写すことが困難であるので、協力員が板書をタブレット型端
末で写真記録し、生徒が自分のペースで書き写すことができるようにした。

・生徒にかかわる教科担任が集まり、学級担任から「見通しをもてるようにするこ
と。具体的な指示を明確に出すこと、書く量に配慮すること」について確認をし、各
教科で共通して配慮することとした。

・黒板とノートを交互に見ながら書くことが苦手で行からはみ出したり飛ばして書
いたりしてしまうため、ノートを横罫線からマス目にし、ノートのどこに何を書けば
よいかを具体的に伝えるようにした。

生徒の状況

○インクルーシブ教育システム構築モデル事業指定校の実践事例
（独立行政法人国立特別支援教育総合研究所インクルーシブ教育システム構築支援データベース（インクルＤＢ） より）
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障害のある幼児児童生徒への指導について 

 

 

幼稚園、小学校、中学校及び高等学校等においては、障害のある幼児児童生徒を指導

する場合には、個々の幼児児童生徒の障害の状態などに応じた指導内容・指導方法の工

夫を計画的に行うこととしている。 

 

学習指導要領・教育要領、学習指導要領・教育要領解説の記述 

 

【幼稚園教育要領 第３章指導計画及び教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育

活動などの留意事項 第１の２（２）】 

 

障害のある幼児の指導に当たっては，集団の中で生活することを通して全体的な発

達を促していくことに配慮し，特別支援学校などの助言又は援助を活用しつつ，例え

ば指導についての計画又は家庭や医療，福祉などの業務を行う関係機関と連携した支

援のための計画を個別に作成することなどにより，個々の幼児の障害の状態などに応

じた指導内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。 

 

 

【幼稚園教育要領解説】 

 

（前略）・・・幼稚園において障害のある幼児を指導する場合には，幼稚園教育の機能を

十分生かして，幼稚園生活の場の特性と人間関係を大切にし，その幼児の発達を全体的

に促していくことが大切である。そのため，幼稚園では，幼児の障害の種類や程度など

を的確に把握し，個々の幼児の障害の状態などに応じた指導内容・指導方法の工夫につ

いて検討し，適切な指導を行う必要がある。その際，教師は，ありのままの幼児の姿を

受け止め，幼児が安心し，ゆとりをもって周囲の環境と十分にかかわり，発達していく

ようにすることが大切である。例えば，弱視の幼児がぬり絵をするときには輪郭を太く

するなどの工夫をしたり，難聴の幼児に絵本を読むときには教師が近くに座るようにし

て声がよく聞こえるようにしたり，肢体不自由の幼児が興味や関心をもって進んで体を

動かそうとする気持ちがもてるように工夫したりするなど，その幼児の障害の種類や程

度に応じた配慮をする必要がある。また，障害のある幼児とない幼児が一緒に遊ぶとき

には，幼児同士がかかわりながら，それぞれの幼児が遊びを楽しめるように適切な援助

をする必要がある。 

 

 

 

平 成 ２ ７ 年 １ ２ 月 １ ６ 日 
教 育 課 程 部 会 
特 別 支 援 教 育 部 会 
（第３回）    資 料 ４ － １ 



 
 

【小学校学習指導要領第１章総則第４の２（７）】 

 

(7) 障害のある児童などについては，特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ，例

えば指導についての計画又は家庭や医療，福祉等の業務を行う関係機関と連携した支

援のための計画を個別に作成することなどにより，個々の児童の障害の状態等に応じ

た指導内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。特に，特別支援学級又は

通級による指導については，教師間の連携に努め，効果的な指導を行うこと。 

 

 

【小学校学習指導要領解説 総則編】 

 

（前略）・・次に，個々の児童の障害の状態等に応じた指導内容・指導方法の工夫を検討

し，適切な指導を計画的，組織的に行わなければならない。例えば，弱視の児童につい

ての体育科におけるボール運動の指導や理科等における観察・実験の指導，難聴や言語

障害の児童についての国語科における音読の指導や音楽科における歌唱の指導，肢体不

自由の児童についての体育科における実技の指導や家庭科における実習の指導など，そ

れぞれに個別的に特別な配慮が必要である。また，読み書きや計算などに困難があるLD

（学習障害）の児童についての国語科における書き取りや算数科における筆算や暗算の

指導など，教師の適切な配慮により対応することが必要である。さらに，ADHD（注意欠

陥多動性障害）や自閉症の児童に対して，話して伝えるだけでなく，メモや絵などを付

加する指導などの配慮も必要である。 

 

 

【中学校学習指導要領第１章総則第第４の２（８）】 

 

(8) 障害のある生徒などについては，特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ，例

えば指導についての計画又は家庭や医療，福祉等の業務を行う関係機関と連携 した支

援のための計画を個別に作成することなどにより，個々の生徒の障害の状態等に応じ

た指導内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。特に，特 別支援学級又は

通級による指導については，教師間の連携に努め，効果的な指導を行うこと。 

 

 

【中学校学習指導要領解説 総則編】 

 

（前略）・・次に，個々の生徒の障害の状態等に応じた指導内容・指導方法の工夫を検討



 
 

し，適切な指導を計画的，組織的に行わなければならない。例えば，弱視の生徒につい

ての保健体育科における球技の指導や理科等における観察・実験の指導，難聴や言語障

害の生徒についての国語科における音読の指導や音楽科における歌唱の指導，肢体不自

由の生徒についての保健体育科における実技の指導や技術・家庭科における実習の指導

など，それぞれに個別的に特別な配慮が必要である。また，読み書きや計算などに困難

があるLD（学習障害）の生徒についての国語科における書き取りや数学科における計算

の指導，外国語科における読み書きの指導など，教師の適切な配慮により対応すること

が必要である。さらに，ADHD（注意欠陥多動性障害）や自閉症の生徒に対して，話して

伝えるだけでなく，メモや絵などを付加する指導などの配慮も必要である。 

 

 

【高等学校学習指導要領第１章総則第５款３（８）】 

 

(8) 障害のある生徒などについては，各教科・科目等の選択，その内容の取扱いなどに

ついて必要な配慮を行うとともに，特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ，例

えば指導についての計画又は家庭や医療，福祉，労働等の業務を行う関係機関と連携

した支援のための計画を個別に作成することなどにより，個々の生徒の障害の状態等

に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。 

 

【高等学校学習指導要領解説 総則編】 

 

次に，個々の生徒の障害の状態等に応じた指導内容・指導方法の工夫を検討し，適切な

指導を計画的，組織的に行わなければならない。例えば，弱視の生徒についての保健体

育科における球技の指導や理科等における観察・実験の指導，難聴や言語障害の生徒に

ついての国語科における音読の指導や芸術科（音楽）における歌唱の指導，肢体不自由

の生徒についての保健体育科における実技の指導や家庭科における実習の指導など，そ

れぞれに個別的に特別な配慮が必要である。また，読み書きや計算などに困難があるＬ

Ｄ（学習障害）の生徒についての国語科における書き取りや数学科における計算の指導，

外国語科における読み書きの指導など，教師の適切な配慮により対応することが必要で

ある。さらに，ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）や自閉症の生徒に対して，話して伝え

るだけでなく，メモや絵などを付加する指導などの配慮も必要である。 

 

 



各教科等における障害に応じた配慮事項について（検討例）

（小学校学習指導要領解説）
総則編

■ の配慮の例を示す。

：体育科におけるボール運動の指導、
理科等における観察・実験の指導

：国語科における音読の指
導、音楽科における歌唱の指導

：体育科における実技の指導、
家庭科における実習

：国語科における書き取

り、算数科における筆算や暗算の指導
：

話して伝えるだけでなく、メモや絵など
を付加する指導 など

これまでの示し方

小学校学習指導要領 総則
個々の児童の障害の状態等に応じた指導内容や

指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。

（小学校学習指導要領解説）
総則編における障害種の特性に関する記述に加え、

各教科等編において

■ 学習の過程で考えられる ごとに示す。

【困難さの例】 ※教科等の特性に応じて例示

≪情報入力≫ ≪情報のイメージ化≫

など

など

≪情報統合≫

など

≪情報処理≫

など
※1：一度見たり聞いたりして短い時間の間憶えること
※2：1つ1つ順々に問題を処理していくこと

≪表出・表現≫

など

改善の方向性

小学校学習指導要領 総則
各教科等

■ 総則に加え、 。

平成27年12月16日
教 育 課 程 部 会
特 別 支 援 教 育 部
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幼稚園における障害に応じた配慮事項について（検討例）

（幼稚園教育要領解説）
■ の配慮の例を示す。

：弱視の幼児がぬり絵をするときには
輪郭を太くするなどの工夫
：絵本を読むときには教師が近くに座
るようにして声がよく聞こえるように
する

：興味や関心をもって進んで体
を動かそうとする気持ちがもてるよう
に工夫 など

これまでの示し方

幼稚園教育要領
個々の幼児の障害の状態などに応じた指導内容や指

導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。

（幼稚園教育要領解説）
■ 幼児の活動を通じて考えられる ごと
に示す。

【困難さの例】
≪情報入力≫ ≪情報のイメージ化≫

など

など

≪情報統合≫

など

≪情報処理≫

など
※1：一度見たり聞いたりして短い時間の間憶えること
※2：1つ1つ順々に問題を処理していくこと

≪表出・表現≫

など

改善の方向性

幼稚園教育要領
※「論点整理」における「幼稚園における特別支援
教育」の改訂の具体的な方向性を踏まえ検討。

※ 上記の困難さの例は、小学校の例を参考に作成したものであり、幼稚園
において実際に示す場合は、幼児期の特性に応じた、困難さの例を検討。



※中学校、高等学校については今後整理予定

【配慮の考え方、配慮の例の示し方】
（ の例）
● には、自分がどこを読むのかが分かるよう、
教科書の文を指で押さえながら読むよう促したり、行間を空けるための拡大コピーをしたり、
語のまとまりや区切りが分かるように分かち書きをしたり、読む部分だけが見える自助具（ス
リット等）を活用したりするなどの配慮をする。

● には、
児童がどのように考えればよいのかわかるように、考える項目や手順を示したプリントを準備
したり、一度音声で表現させてから書かせたりするなどの配慮をする。

● には、児童
と同年代の子供が主人公の物語や教材を活用し、行動や会話文に気持ちが込められていること
に気付かせたり、気持ちの移り変わりがわかる文章のキーワードを示したり、気持ちの変化を
図や矢印など視覚的にわかるようにしてから言葉で表現させたりするなどの配慮をする。

●
には、紙やホワイトボードに書いたものを提示させたり、ＩＣＴ機器を

活用して発表させたりするなど、児童の表現を支援するための多様な手立てを工夫し、自分の
考えを持つこと、表すことに対する自信を持つことができるような配慮をする。

【困難さの状態】：視覚、言語理解など
【配慮の意図】

■ 資質・能力の育成、各教科等の目標の実現を目指し、
児童生徒の十分な学びが実現できるよう、
学習の過程で考えられる に対する ＋ の例を示す。
（安易な学習内容の変更や学習活動の代替にならないよう、教員が配慮の意図を持つ必要）

【手立て】：
見えにくさに応じた情報保障

具体的イメージなど

注意のコントロールなど

心の理論など



（ の例）
● は、正しい位置に印が付けやすいように、罫
線の色を変更したり、マス目を大きくしたり、マーカーの色を変更したりするなどの配慮をす
る。

●
は、児童がイメージを持つことができるよう、児童の興味・関心や生活経験に

関連の深い題材を取り上げる、既習の言葉や分かる言葉に置き換えるなどの配慮をする。

● 、
計算のきまりを理解させるために、計算の順番を示した手順書を手元に置かせたり、式を分解
してそれぞれを計算させ、混合式との比較をさせるなどの工夫を行う。

● 、目的に応じたグラフの表し方があるこ
とを理解するために、同じデータについての縦軸の幅を変えたり、読みやすさや読みにくさを
強調したグラフを見比べるなどの活動を通して、よりよい表し方に気付かせる配慮をする。

視知覚（位置）など

実際的イメージなど

継次処理など

視覚記憶、同時処理など

（ の例）
● には、目の機
能の問題から困難さが生じている場合があることから、読み取りやすくなるように、地図を拡
大したり、見る範囲を限定したり、地図に掲載されている情報を削ったりするなどの配慮をす
る。

● に
は、社会的事象への興味・関心を高めるため、模擬選挙など実際的な体験の機会を取り入れ、
学習活動の順序を分かりやすく説明し安心して学習できるよう配慮をする。

視知覚、空間認知など

具体的イメージ、心の理論など



（ の例）
●

には、学習の見通しが持てるよう、実験の手順や
方法を視覚的に表したプリント等を掲示したり、配付したりするなどの配慮をする。また、

には、教師の目の届
く場所で活動できるようにするなどの配慮をする。

●
には、変化に着目し、理解することができるよう、観察するポイントを示し

たり、雲の変化を短時間にまとめたICT教材を活用したりするなどの配慮をする。

実際的イメージ、経時処理など

注意のコントロール
（多動性）など

（ の例）
● は、音楽
的な特徴をとらえやすくできるよう、音楽に合わせて一緒に拍を打ったり体を動かしたり、音
楽的な特徴を視覚化するなどの配慮をする。

聴知覚、聴覚記憶など

（ の例）
● には、そ
の意味を理解できるように、言葉だけでなく、実際に体験するなど、活動する中で場面に応じ
た指導を段階的に行う。

体験不足、心の理論、注意のコントロールなど

視知覚、図と地の弁別、
視覚記憶、時間把握など



（ の例）
●

は、生活の中で起こりうることをパターン化して繰り返し具体的に指導するなどの配慮を
する。また、実際に買物するなど生活で実践できるよう家庭と連携を図る必要がある。

前庭覚、継次処理、身振り

（ の例）
● 、造形的な特徴を詳しく捉えるように
するために、言語化するなどの配慮をする。

● や、
には、表現している部分と全体の関係をつ

かみ、活動の見通しを持つことができるよう、作品を離して見せるなどの配慮をする。

●
、形や色、動きや奥行きなどの造形的な特徴を捉えやすくするため、写真

などの平面に置き換えて見ることのできるツールの活用や、ライトなどにより明暗を明確にす
るなどの配慮をする。

視知覚（形）など

スモールステップなど 図と地の分別など

空間把握など

実際的イメージ、選択決定など



（ の例）
● には、極度の不器用さ
や動きを組み立てることに苦手さがあることが考えられることから、動きを細分化して指導し
たり、適切に動きを補助しながら行うなどの配慮をする。

● には、活動の見通
しが持てなかったり、考えたことや思ったことをすぐ行動に移してしまったりすることがある
ことから、活動の見通しを立ててから活動させたり、勝った時や負けた時の表現の仕方を事前
に確認したりするなどの配慮をする。

前庭覚、継次処理、身振りなど

注意のコントロール（固執性）など

（ の例）
● には、他者の心情を理解
するために、役割を交代して動作化や劇化した指導を取り入れる。

●
、注意が持続できるよう、適度な時間で活動を切

り替えるなどの配慮をする。また、他の児童からも許容してもらえるような雰囲気のある、学
級づくりにも配慮する。

体験不足、心の理論など

注意のコントロール（多動性）など

（ の例）
● 、外国語の音声（音韻）やリズムと日本語との違い
に気付くことができるよう、音声を文字で書いて見せる、リズムやイントネーションを記号
や色線で示す、指導者が手拍子を打つ、音の高低を手を上下に動かして表すなどの配慮をす
る。また、活動の流れがわかるように、本時の活動の流れを黒板に記載しておく。

聴知覚、聴覚記憶など



（ の例）
● には、注意や集中のコントロールが難しかっ
たり情報処理に偏りがあったりすることから、作業を確認しながら取り組むことができるよう、
まとめる手順や調べ方、調べる内容、着目する点などを具体的に例示するなどの配慮をする。

スモールステップ、継次処理、短期記憶、言語化など

（ の例）
●

、見通しが持てるよう、行事のねらいや活動の内容、行動の仕方などにつ
いて、事前指導をしっかりと行うなどの配慮をする。

見通しのもちにくさ、状況把握など

の例
● 、具体的な経験を豊かにできるよう、安全な場で自分か
ら積極的に体を動かし、いろいろな運動の楽しさを知り、活発に活動できるようにしたり、手
を使っていろいろな物を観察したり、作ったりできるよう配慮をする。

● 、様々な経験を通して、言葉の習得及び概念の
形成ができるよう、単に名称のみの理解にとどまらないようにし、人や物の性質、属性などを
含めて考えたり、他の人や物と比較して違いを考えたりすることを取り入れるよう配慮をする。

● 、幼児が自ら環境と関わり、主体的な活動ができるよう、遊
具や用具などを工夫したり、必要に応じて補助用具等の活用を図るなどの配慮をする。

視覚、体験不足、空間把握など

聴覚、具体的イメージ、言語理解など

体験不足、空間把握など



障害者理解の促進や交流及び共同学習について 
 

１ 障害のある子供とない子供が活動を共にすることの意義 

・障害のある子供たちの経験を広めて積極的な態度を養い、社会性や豊かな人間性

をはぐくむ上で重要な役割を担っている。 

・小・中学校の子供たちや地域の人たちが、障害のある子供とその教育に対する正

しい理解と認識を深めるための機会である。 

・同じ社会で生きる人間として、互いを正しく理解し、共に助け合い、支え合って

生きていくための基盤づくりとなる重要な活動である。 

 

２ 障害者基本法 

第十六条 

３ 国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及び生徒との交流

及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しなければならない。 

 

 

３ 学習指導要領の規定 

 

＜交流及び共同学習＞ 

（１）小学校学習指導要領 第 1 章 総則 

第 4 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項 

２．以上のほか，次の事項に配慮するものとする。 

(12)学校がその目的を達成するため，地域や学校の実態等に応じ，家庭や地域の人々の協

力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。また，小学校間，幼稚園や保育所，

中学校及び特別支援学校などとの間の連携や交流を図るとともに，障害のある幼児児童

生徒との交流及び共同学習や高齢者などとの交流の機会を設けること。 

（幼稚園教育要領、中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領にも同趣旨の規定） 

 

（２）特別支援学校小学部・中学部学習指導要領 第 1 章 総則 

第 4 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項 

１．各学校においては，次の事項に配慮しながら，学校の創意工夫を生かし，全体として，

調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。 

(6) 学校がその目的を達成するため，地域や学校の実態等に応じ，家庭や地域の人々の協

力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。また，学校相互の連携や交流を図

ることにも努めること。特に，児童又は生徒の経験を広めて積極的な態度を養い，社会

性や豊かな人間性をはぐくむために，学校の教育活動全体を通じて，小学校の児童又は

中学校の生徒などと交流及び共同学習を計画的，組織的に行うとともに，地域の人々な

どと活動を共にする機会を積極的に設けること。 

（幼稚部教育要領、高等部学習指導要領にも同趣旨の規定。） 

（小学部・中学部学習指導要領においては、総合的な学習の時間や特別活動においても規定。） 

平 成 ２ ７ 年 １ ２ 月 １ ６ 日 
教 育 課 程 部 会 
特 別 支 援 教 育 部 会 
（第３回）    資料５－１ 



 

＜障害者理解に関する教育＞ 

 

（１）小学校学習指導要領  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中学校学習指導要領にも同趣旨の規定、高等学校学習指導要領にも道徳科を除いて同趣旨 

の規定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 特別の教科 道徳 

Ｃ 主として集団や社会との関わりに関すること 

［公正，公平，社会正義］ 

〔第５学年及び第６学年〕 

誰に対しても差別をすることや偏見をもつことなく，公正，公平な態度で接し，正

義の実現に努めること。 

 

第５章 総合的な学習の時間 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

(5) 学習活動については，学校の実態に応じて，例えば国際理解，情報，環境，福祉・

健康などの横断的・総合的な課題についての学習活動，児童の興味・関心に基づく

課題についての学習活動，地域の人々の暮らし，伝統と文化など地域や学校の特色

に応じた課題についての学習活動などを行うこと。 

 

第６章 特別活動 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

  ２．第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。 

(4) 〔学校行事〕については，学校や地域及び児童の実態に応じて，各種類ごとに，

行事及びその内容を重点化するとともに，行事間の関連や統合を図るなど精選して

実施すること。また，実施に当たっては，異年齢集団による交流，幼児，高齢者，

障害のある人々などとの触れ合い，自然体験や社会体験などの体験活動を充実する

とともに，体験活動を通して気付いたことなどを振り返り，まとめたり，発表し合

ったりするなどの活動を充実するよう工夫すること。 



４．参考資料 

 

（特別支援学校の交流及び共同学習の実施状況） 

 

特別支援学校における新学習指導要領に基づいた教育課程編成の在り方に関する

実際的研究（平成 22～23 年度）（国立特別支援教育総合研究所）より 

① 学校間交流を実施している特別支援学校の割合 

   幼稚部  ７１．９％ 

   小学部  ９４．６％ 

   中学部  ８２．９％ 

   高等部  ７３．６％ 

 

② 居住地校交流を実施している特別支援学校の割合 

   幼稚部  ４５．２％ 

   小学部  ８０．９％ 

   中学部  ４８．９％ 

   高等部   ３．６％ 

 

（平成 22 年度全国の国公私立特別支援学校(1,045 校)に対するアンケート調査結果 

（有効回答数８４９校、回収率８１％）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



障害者理解の促進や交流及び共同学習について（参考）

平 成 ２ ７ 年 1 2 月 1 6 日
教 育 課 程 部 会
特 別 支 援 教 育 部 会
（第３回） 資料５－２



３．障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備

（２）「基礎的環境整備」について

○ 改正障害者基本法の理念に基づき、障害のある子どもと障害のない子どもが可能な限り共
に学ぶことができるように配慮する観点から、交流及び共同学習を一層推進していくことが重
要である。また、一部の自治体で実施している居住地校に副次的な籍を置くことについては、
居住地域との結び付きを強め、居住地校との交流及び共同学習を推進する上で意義がある。
居住地校交流を進めるに当たっては、幼児児童生徒の付き添いや時間割の調整等が課題で
あり、それらについて検討していく必要がある。また、特別支援学級と通常の学級との交流及
び共同学習も一層進めていく必要がある。

４．多様な学びの場の整備と学校間連携等の推進

（３）交流及び共同学習の推進

○ 特別支援学校や特別支援学級を設置している学校における交流及び共同学習は必ず実施
していくべきであるが、特別支援学級を設置していない学校においても、交流及び共同学習以
外の形であっても何らかの形で、共生社会の形成に向けた障害者理解を推進していく必要が
ある。

○ 特別支援学校と幼・小・中・高等学校等との間で行われる交流及び共同学習については、双
方の学校における教育課程に位置付けたり、年間指導計画を作成したりするなど交流及び共
同学習の更なる計画的・組織的な推進が必要である。その際、関係する都道府県教育委員会、
市町村教育委員会等との連携が重要である。また、特別支援学級と通常の学級との間で行わ
れる交流及び共同学習についても、各学校において、ねらいを明確にし、教育課程に位置付け
たり、年間指導計画を作成したりするなど計画的・組織的な推進が必要である。

○中教審初中分科会報告概要（交流及び共同学習の充実について）
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① 計画的、組織的に継続した活動を実施
● 双方の学校同士が十分に連絡を取り合う。
● 指導計画に基づく内容や方法を事前に検討する。
● 一人一人の実態に応じた様々な配慮を行う。

② 二つの側面を分かちがたいものとしてとらえ、推進

● 相互の触れ合いを通じて豊かな人間性をはぐくむことを目的とする交流の側面
● 教科等のねらいの達成を目的とする共同学習の側面

③ 交流及び共同学習の内容の工夫
● 学校行事やクラブ活動、部活動、自然体験活動などを合同で行ったり、文通や作
品の交換、情報通信ネットワークなどを活用してコミュニケーションを深めたりする。
● 児童生徒の障害の状態及び発達の段階や特性等並びに地域や学校の実態に応
じて、地域の様々な人々と活動を共にする機会を増やしていくことについても配慮。

◇留意事項

学習指導要領等の該当ページ
・解説 総則等編幼小中
幼：P99～100、小中：Ｐ183～186

・解説 総則等編 高：Ｐ109～112

2 -2-

○交流及び共同学習の推進に当たっての留意事項 （学習指導要領解説より）
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「交流及び共同学習ガイド」目次

第１章 よりよい交流及び共同学習を進めるために

１．交流及び共同学習の意義

２．教育課程とのかかわり

３．障害のある子どもの理解

（１）視覚障害

（２）聴覚障害

（３）知的障害

（４）肢体不自由

（５）病弱・身体虚弱

（６）言語障害

（７）情緒障害・自閉症

（８）ＬＤ（学習障害）

（９）ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）

第２章 交流及び共同学習の展開

１．関係者の共通理解

２．組織づくり

３．指導計画の作成

４．事前学習

５．交流及び共同学習の実際

６．事後学習

７．評価の方法

８．実施上の留意点

９．事例

・小学校と特別支援学校(知的障害)との交流及び共同学習

・小学校と特別支援学校(肢体不自由)との交流及び共同学習

・小学校と特別支援学校(病弱)との交流及び共同学習

・小学校の通常学級と特別支援学級(情緒障害)との交流及び共同

学習

・小学校の通常学級と特別支援学級（知的障害、情緒障害）との

交流及び共同学習－学校給食を通して－

・中学校と特別支援学校(視覚障害)との交流及び共同学習

・中学校の通常学級と特別支援学級(知的障害)との交流及び共同

学習

・特別支援学校(聴覚障害)と中学校との交流及び共同学習－部活

動を通して－

１０．事例・写真提供校

文部科学省では、小学校、中学校等における障害のある子どもと障害のない子どもとの交流及び共同学習
が積極的に取り組まれるように、「交流及び共同学習ガイド」を作成し、文部科学省ホームページに掲載して
います。

○「交流及び共同学習ガイド」 （文部科学省ホームページ内）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/010/001.htm

○ 「交流及び共同学習ガイド」

（H20作成）



○ 交流及び共同学習の実践（例）

○千葉県総合教育センター「交流及び共同学習実践ガイド」より作成（居住地校交流の例）

特別支援学校の重複学級在籍の４年生。保護者の方は、地域の方に我が子のことを知ってもらいた
いという願いで、幼い頃から小学校の運動会を見学していた経緯もあり、居住地校交流につながった。
交流の実施にあたっては、運動会の応援だけではなく、友だちと共に参加できるよう体育の授業交流
も行うと同時に、聴覚からの情報入手が得意であることを踏まえ、音楽の授業交流も行った。

特別支援学校小学部 居住地小学校

教育課程上の
位置付け

「自立活動」 「体育」「音楽」「図工」

目標
「交流及び
共同学習の

ねらい」

「個別の指導計画」から

・語彙を増やし、それを使って人に要求したり、
人とのかかわりを楽しんだりする等の自己表
現力を養う。

・小学校児童と特別支援学校児童が、同じ活動に
取り組むことにより、同じ地域で暮らす仲間として
理解し合い、共に生きる気持ちを育てる。

打ち合わせ 特別支援学校の担任が小学校へ行き、本人、保護者の要望及び本人の様子を伝えた。以降電話
やFAXで密に連絡をとり、保護者との連携も深める。

事前の準備 自己紹介カード・「みなさんにおねがい」作成
小学校参観や紹介VTRを視聴する。

自己紹介カードの紹介、掲示で理解を深める。
前年度からの引き継ぎ資料も活用する。

交流及び共同
学習の実践例

「音楽」・・・歌や手作り楽器で授業参加。 「図工」・・・紙や糊を使い友だちと作品を作る。
「体育」・・・運動会練習を通して当日の見通しと大きな集団でも力を発揮できるようにする。

「運動会」・・・綱引き、踊り、応援に参加。好きな音楽の力を発揮し、応援歌を歌う。

成果 ○ 交流２年目、学期に２回の継続した活動で、小学校の児童や環境になじみ笑顔が増えた。
○ 授業や行事での交流及び共同学習を通し、交流や相互理解につながり、かかわる場面も増えた。
○ 学校と保護者とのきめ細やかな連絡調整で、連携が強化した。
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参考資料：副次的な籍について
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東京都 埼玉県 横浜市

名称 副籍 支援籍 副学籍

定義 ・都立特別支援学校小・中学部在籍の児童生徒が、
居住地域の小・中学校に副次的な籍をもち、直接交
流（※１）や間接交流（※２）を通じて、居住地域とのつ
ながりの維持・継続を図る制度。
※１：小・中学校の学校行事や地域行事等における
交流、小・中学校の学習活動への参加等
※２：学校・学級便りの交換、作品・手紙の交換、地域
情報の提供等

・ノーマライゼーションの理念に基づく教育を推進す
る観点から、障害のある児童生徒と障害のない児童
生徒が一緒に学ぶ機会の拡大を図るとともに、障害
のある児童生徒に対するより適切な教育的支援を行
うため、「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計
画」に基づき、必要な支援を在籍する学校又は学級
以外で行うための仕組み。

・ノーマライゼーションの理念に基づく教育を推進す
る観点から、特別支援学校の児童生徒と小中学校
の児童生徒が一緒に学ぶ機会の拡大を図るとともに、
特別支援学校の児童生徒に対する必要な教育的支
援を居住地の学校においても行うための仕組み。
・直接交流のみを対象とする。

目的 ・乳幼児期及び卒業後は地域サービスを受けるなど
居住地域とのつながりがあるが、学齢期でも地域と
のつながりを維持・継続することが必要であり、その
ための一方策。
・両校在籍者の他、教員や保護者への障害理解や相
互理解が深まる。

・障害のない子どもは、「心のバリアフリー」を育む。
・障害のある子どもは、「社会で自立できる自信と力」
を育む。特に特別支援学校に在籍する子どもは、地
域との関係を深める。

・共に学び育つことができる体制づくりを進め仲間意
識を育てる。
・障害のある子どもは、社会で自立できる力を育むと
ともに、地域との関係をより深める。
・障害のない子どもは、「心のバリアフリー」を育む。

対象 ・原則として都立特別支援学校小中学部在籍者の希
望する全員。
・直接交流は、
①特別支援学校小・中学部在籍者のうち、校長、保
護者、主治医等が協議し実施可能と判断し、
②地域指定校と協議し校長の了解が得られ、
③交流に関わる送迎や授業中の支援について保護
者等の協力が可能な者

・特別支援学校在籍者に限らず、小中学校在籍者で
障害により特別な支援を要する者も可能。
・保護者の申し出を受け、校内で対象者を調整の上、
先方の学校との間で支援籍実施校連絡会議（両校
の校長・コーディネーターによる）等の打合せを経て、
支援籍取得が決定される。

・市立特別支援学校小中学部在籍者のうち、居住地
域の市立小中学校における交流教育の実施を保護
者が希望する者。

教育課程
上の位置
付け

・「個別の指導計画」に基づく。
・「特別活動」又は「各教科等を合わせた指導」への位
置付け。

・「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」に
基づき在籍校の教育的支援を補完。
・児童生徒のニーズに応じて「特別活動」「自立活動」
「教科学習」等へ位置付け。

・「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」に
基づく。
・在籍校の教育課程に位置付ける。

付添い ・直接交流は保護者の付添いが原則。 ・支援籍学習に係る通学においても在籍校の学校管
理下として取り扱う。付添いが必要なケースが多いこ
とから、安全上の配慮をしつつ、可能な限り福祉制
度やボランティアの活用が図れるよう支援し保護者
負担の軽減に配慮。

・副学籍校への登下校は保護者の責任。
・副学籍校内における指導は在籍校教員が実施す
るのが原則。在籍校教員ができない場合には保護
者が付き添う。ただし、状態によっては教育上の見
地から、両校及び保護者の了解のもと、副学籍校内
での付添いを行わないことも認められる。

実施率 ・平成19年度 29.4%（小・中学部）
・平成20年度 39.9%（小・中学部）
・平成21年度 38.0%（小・中学部）

・小中学部：13.7%（実施した市町村の割合：95.3%）
・一人当たり平均回数：3.21回【H21年度】
・実施した特別支援学校の割合：96.7%

・小学部：42%、中学部：8%【H22.8.1】
・直接交流のみ

○副次的な籍について
（平成24年中央教育審議会初等中等教育分科会報告 参考資料25）



○交流及び共同学習の実践（例）

○京都市立桃陽総合支援学校
（平成２３～２５年度文部科学省「学びのイノベーション事業」実証研究校）

病院内に設置する分教室に在籍する児童生徒について、ＩＣＴ環境を活かして特別支援学校（本
校）と共に学習する機会の確保する取組や、入院する以前の前籍校とテレビ会議システムを使っ
た交流及び共同学習の実践を行った。

（テレビ会議システムを活用した前籍校との交流）

テレビ会議システムを使って放課後に前籍校の友人や担任の先生と画面を通して再会し、現在
の様子を伝えた。また、児童生徒が前籍校へ安心して復帰できるよう、学校での活動の様子を見
たり、授業に参加し、画面を通じて質問や意見発表をするなどの機会を設けた。
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○交流及び共同学習の実践（例）

○インクルーシブ教育システム構築モデル事業
学校における交流及び共同学習を通じた障害者理解（心のバリアフリー）の推進 （平成２７年度～）

委託先 内容（予定）

京都市 ・人権学習等の機会を利用して障害者スポーツのアスリートを招へいし、
競技の紹介や体験を交えてスポーツ交流の意義について学ぶ。

・特別支援学校と近隣の小学校等で、障害者スポーツの競技である「卓
球バレー」や「フロアバレーボール」などのスポーツを切り口にした交流
及び共同学習を実施。（特別活動、総合的な学習の時間、体育、道徳等
に位置づけ）

埼玉県秩父市 ・特別支援学級と通常の学級との交流及び共同学習において、障害者
スポーツの競技である「ボッチャ」を実施。

・保護者や地域住民に向けて、パラリンピックについて知るための講演
会を開催し、障害者スポーツへの関心を高める。

（平成27年度実施計画書の内容の一部）

障害のある子供とない子供が障害者スポーツの楽しさを共に味わい、障害のある人の社会参加
や障害に対する理解を深めることにつながるような取組を推進。
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領域 低学年 中学年 高学年

総合的な学

習の時間

＜特別活動＞

・交流及び共同学習を通して，

障害のある人の存在に気付き，一緒に楽

しく活動しようとする態度を育てる。

･自分や友達の良いところに気付き，仲良

く生活しようとする態度を育てる。

・障害のある人との交流や障害疑似体験を通

して，障害を身近なこととして考え，相手

の気持ちを考えて行動しようとする態度を

育てる。

・福祉体験やボランティア活動を通して，障

害のある人や高齢者の気持ちに寄り添い，

自分でできることを考えて行動しようとす

る態度を育てる。

特別活動 ・自分や友達の良さを知り，互いに認め合い

ながら生活しようとする態度を育てる。

・自分や友達の長所を理解するとともに，互

いに協力し合いながら生活しようとする態

度を育てる。

道徳

・友達と仲良くし，助け合おうとする心

情を育む。

・障害のある人の存在に気付き，温かい

心で接しようとする態度を育てる。

・お世話になっている人の存在に気付き，

感謝する心を養う。

・友達と互いに認め合い，助け合おうとする

態度を育てる。

・障害のある人の心情を考え，親切に接しよ

うとする態度を育てる。

・自分を支えてくれる人の気持ちを考え，感

謝する心を養う。

・友達との信頼関係を深め,互いに協力しよう
とする態度を育てる。

・障害のある人や支える人の心情に寄り添い，

思いやりをもって関わろうとする態度を育

てる。

・差別や偏見をもつことなく公平,公正に接す
る心を養う。

各教科

・バリアフリー等に関する学習を通し

て，障害のある人に対する関心をもつ

ことができるようにする。

・バリアフリー設備や盲導犬に関する学習を

通して，障害のある人の生活や支援につ

いて関心をもつことができるようにする。

・人権の尊重や住みやすい社会について考え

るとともに,自分や友達を大切にしようとす
る心情を育てる。

総合的な学習の時間,特別活動,道徳,各教科に関する指導の重点目標

○ 障害者理解に関する取組（例）

健全で豊かな心をもち，優しく，正しく，たくましく生きる児童の育成学校教育目標

「障害理解教育のための指導プラン」・障害理解教育全体計画の例（宮城県総合教育センター特別支援教育グループ
（平成27年3月）

○学校教育活動全体を通して，互いを尊重し，共に学ぼうとする人間関係を育成するための指導の充実

○障害の特性や障害のある人の立場を理解し，共により良く生活するための方法や工夫について考え，行動
しようとする態度の形成に向けた指導の充実。

障害理解教育目標

目指す児童像 低 学 年 中 学 年 高 学 年
○互いの良さや違いに気付き，みん
なで助け合って活動できる児童

○障害について学習したことを
基に，障害のある人と一緒に
活動できる児童

○障害のある人の気持ちに寄り添っ
て，主体的に行動できる児童

学級経営における重点目標 低 学 年 中 学 年 高 学 年
○自分や友達の良いところに気付き，
一緒に仲良く生活することができ
る学級

○互いの良さや違いを認め合い，
協力して生活することができる
学級

○一人一人の思いや願いを大切に
し，信頼し協力し合って生活す
ることができる学級
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